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国
目
付
の
記
録
を
貸
し
て
！ 

 

 
 
 

―
近
世
大
名
家
交
流
の
一
コ
マ
― 



1 

 

Ｐ１ 

（
毛
利
家
文
庫
31
小
々
控
17
（
74
の
49
）） 

 
 
 

松
平
陸
奥
守
様
ゟ
御
国
目
付 

 
 
 

記
録
借
用
之
儀
申
来
、
写
被
差
越 

 
 
 

候
事
、 

 

一
寛
政
八
辰
ノ
八
月
十
七
日
之
書
状
を
以
、 

 

江
戸
馬
来
宗
左
衛
門
御
勤
方

也 

ゟ
御
国
中
川 

 

嘉
右
衛
門
・
柿
並
多
一
郎
御
用
所

御
祐
筆

江
申
来
候
者
、 

  

松
平
陸
奥
守
様
衆
ゟ
去
ル
亥
年 

                   
 
 
 
 
 

※
国
目
付
…
国
持
大
名
（
→
次
※
）
の
当
主
が
幼
少
の
場
合
、
幕
府
か
ら
派
遣
さ
れ
る
監
察
官
。
江
戸
時

代
の
始
め
は
、
当
主
が
成
人
す
る
ま
で
毎
年
派
遣
さ
れ
て
い
た
が
次
第
に
形
骸
化
し
、
こ
の

頃
に
は
一
度
だ
け
の
派
遣
と
な
っ
て
い
た
。 

 
 
 
 
 
 

※
国
持
大
名
…
旧
国
を
一
国
以
上
（
ま
た
は
そ
れ
と
同
等
と
み
な
さ
れ
る
）
広
大
な
領
域
を
支
配
す
る
大

名
。
徳
川
家
の
旧
姓
で
あ
る
「
松
平
」
姓
や
、
将
軍
か
ら
名
前
の
文
字
の
一
字
を
与
え
ら
れ

る
な
ど
、
大
名
の
中
で
も
特
別
な
待
遇
を
受
け
て
い
た
。 

【
解
説
】 

 

こ
の
記
事
は
、
萩
藩
内
の
様
々
な
事
柄
を
記
し
た
「
諸
事
小
々
控
」
に
収
録
さ
れ
た
も
の
で
す
。 

 

内
容
は
、
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
陸
奥
国
仙
台
藩
か
ら
萩
藩
に
対
し
、
国
目
付
に
関
す
る
記
録
を
借
用
さ
せ

て
ほ
し
い
、
と
の
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。
実
は
「
去
亥
歳
」
＝
寛
政
三
年
、
萩
藩
に
国
目
付
が
派
遣
さ
れ
、
そ
の

応
対
を
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
た
び
仙
台
藩
に
も
国
目
付
が
派
遣
さ
れ
る
見
込
み
と
な
り
、
そ
の
対
応
に
つ
い
て
、

同
じ
国
持
大
名
で
あ
る
萩
藩
の
事
例
を
尋
ね
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
す
。 

 

（
仙
台
藩
主
伊
達
斉
村
） 

（
伸
貞
） 

（
以
文
） 

（
正
長
） 

（
寛
政
三
年
） 



2 

 

Ｐ２ 
 

 

此
御
方
江
御
国
目
付
被
差
下
候
節
之
御
扣 

 

致
借
用
度
段
申
之
由
ニ
而
、
別
紙
之
通 

 

公
儀
人
中
ゟ
申
出
候
付
、
遠
江
殿
申
達
候
処
、 

 

右
之
趣
各
様
迄
申
進
候
様
被
申
儀
ニ
付 

 

得
御
意
候
間
、
縫
殿
殿
江
被
仰
上
、
御
詮
儀 

 

之
上
、
御
答
ニ
被
仰
下
候
様
ニ
与
存
候
由
申
来
候
、 

 
 
 

松
平
陸
奥
守
様
衆
よ
り
去
ル 

 
 
 

亥
年 

 
 
 

此
御
方
御
国
目
付
被
差
下
候
節
、 

 
 
 

御
旅
中
ゟ
御
滞
留
中
・
御
帰
府 

 
 
 

之
砌
迄
御
国
ニ
而
御
引
請
始
中 

 
 
 

終
取
扱
之
一
件
、
御
一
門
衆
・
御
家
老 

 
 
 

衆
を
始
、
其
外
ゟ
御
勤
・
御
進
物
等 

 
 
 

之
儀
、
右
之
外
ニ
も
聊
之
御
手
当
迄
も 

 
 
 

具
ニ
承
知
仕
度
段
相
頼
候
、
尤
於 

 
 
 

爰
元
不
相
知
候
ハ
ヽ
、
御
国
江
申
越
、 

 
 
 

何
分
為
知
呉
候
様
申
事
御
座 

              

【
解
説
】 

 

仙
台
藩
か
ら
の
依
頼
を
受
け
て
、
萩
藩
江
戸
屋
敷
か
ら
国
元
（
萩
）
に
対
し
て
指
示
が
出
ま
し
た
。 

 

こ
こ
で
は
ま
ず
、
仙
台
藩
か
ら
の
要
望
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
仙
台
藩
の
要
望
は
、
国
目
付
が
派
遣
さ
れ
た
際
、

①
国
目
付
が
江
戸
を
発
し
て
か
ら
戻
る
ま
で
の
間
、
藩
に
お
け
る
応
対
の
す
べ
て
、
②
一
門
衆
や
家
老
を
は
じ
め

と
す
る
家
臣
が
行
う
国
目
付
へ
の
応
接
や
贈
物
、
③
こ
の
ほ
か
の
情
報
、
に
つ
い
て
、
萩
藩
の
対
応
を
教
え
て
ほ

し
い
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。 

 

（
江
戸
留
守
居
児
玉
親
忠
） 

（
当
役
堅
田
就
正
） 

（
控
） 
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Ｐ３
 

 
 
 

候
間
、
右
之
趣
御
国
江
被
仰
越
、
不
苦 

 
 
 

候
ハ
ヽ
、
取
調
書
抜
相
成
候
而
、
出
来 

 
 
 

次
第
爰
元
差
越
候
様
被
仰
越
候
様 

 
 
 

ニ
と
存
候
、
尤
先
達
而
松
平
阿
波
守
様 

 
 
 

江
右
書
抜
被
差
越
候
様
存
候
、
右
之 

 
 
 

書
抜
ニ
而
茂
都
合
相
分
り
候
ハ
ヽ
、 

 
 
 

夫
を
写
取
相
成
候
而
被
差
越
候
而
も 

 
 
 

可
相
済
哉
と
存
候
、
此
段
ハ
於
御
国 

 
 
 

猶
又
見
計
も
可
有
之
と
存
候
、 

 
 
 

但
、
本
文
問
合
之
趣
、
内
々
ハ
仙
台
様 

 
 
 

御
気
分
御
太
切
ニ
て
、
大
方
昨
今
之 

 
 
 

間
ニ
発
し
候
御
様
子
ニ
御
座
候
、
夫
ニ
付
、 

 
 
 

御
国
ゟ
御
家
老
も
参
居
候
ヘ
ハ
、
爰
元 

 
 
 

滞
留
中
ニ
何
と
そ
右
之
取
扱
振 

 
 
 

承
候
而
心
得
罷
帰
度
段
申
事
之
由 

 
 
 

御
留
守
居
ゟ
申
聞
候
、
於
御
国
も
凡 

 
 
 

其
心
得
を
以
可
相
成
丈
ヶ
取
急
書 

 
 
 

抜
候
而
差
越
候
様
被
仰
越
候
へ
か
し
と
存
候
、 

             

【
解
説
】 

 

仙
台
藩
は
前
頁
①
～
③
の
こ
と
が
わ
か
る
記
録
を
拝
借
し
た
い
と
言
っ
て
き
ま
し
た
。
萩
藩
江
戸
屋
敷
で
は
、

以
前
に
徳
島
藩
か
ら
も
同
様
の
要
望
が
あ
っ
た
際
に
作
成
し
た
「
書
抜
」
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
で
事
が
足
り
る
か

ど
う
か
を
判
断
の
上
、
よ
い
よ
う
な
ら
、
そ
の
写
を
作
っ
て
江
戸
に
送
る
よ
う
に
、
と
国
元
に
指
示
し
て
い
ま
す
。 

 

萩
藩
江
戸
屋
敷
で
は
、
こ
う
し
た
問
い
合
わ
せ
を
行
っ
た
り
、
国
元
か
ら
家
老
が
江
戸
に
赴
い
た
り
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
仙
台
藩
の
た
だ
な
ら
ぬ
状
況
を
感
知
し
て
い
ま
す
。 

 

（
徳
島
藩
主
蜂
須
賀
治
昭
） 
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Ｐ４
 

一
右
ニ
付
、
十
一
月
十
二
日
之
返
を
以
、
御
面
書
別
紙 

 

旁
之
趣
委
曲
致
承
知
、
縫
殿
殿
申
達 

 

候
処
、
御
間
柄
旁
御
扣
写
被
差
越
可
然
与 

 

被
申
事
ニ
付
、
先
達
而
阿
州
様
江
御
内
々 

 

被
差
越
候
御
扣
写
さ
せ
候
而
、
此
度
一
冊
差 

 

送
申
候
、
尤
右
書
面
ハ
最
前
御
両
敬
之 

 

筋
を
以
調
有
之
候
御
扣
を
其
儘
写
之
儀
ニ
付
、 

 

此
度
仙
台
様
衆
江
被
差
越
候
而
者
不
都
合 

 

ニ
相
見
候
へ
共
、
写
直
シ
等
致
候
而
ハ
只
管
隙 

 

取
候
付
、
其
段
ハ
公
儀
人
衆
ゟ
御
内
輪
御
扣
之 

儘
写
被
差
越
候
付
、
書
面
ニ
不
都
合
之
儀 

 

も
有
之
趣
演
説
候
而
被
差
越
候
様
ニ
与 

 

縫
殿
殿
被
申
付
候
、
旁
之
趣
遠
江
殿 

 

被
仰
上
御
取
計
可
被
成
候
段
申
遣
候
事
、 

               
 
 
 
 
 

※
両
敬
…
江
戸
時
代
の
大
名
が
お
互
い
に
同
等
の
敬
意
を
も
っ
て
交
際
す
る
こ
と
。
一
方
の
み
の
場
合

は
「
片
敬
」
と
い
う
。 

【
解
説
】 

 

萩
藩
の
国
元
で
は
、
江
戸
屋
敷
か
ら
の
指
示
を
受
け
て
、
以
前
に
徳
島
藩
に
渡
し
た
「
御
扣
」（
前
出
の
「
書

抜
」
の
こ
と
）
の
写
を
送
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
な
お
、
他
藩
に
渡
す
も
の
で
あ
る
以
上
、
支
障
が
あ
る
部
分
は

修
正
を
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
る
と
時
間
が
か
か
る
の
で
、
あ
く
ま
で
も
藩
内
向
け
の
記

録
で
あ
る
旨
を
口
頭
で
伝
え
て
ほ
し
い
と
の
一
言
も
添
え
ら
れ
ま
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
同
格
の
大
名
は
記
録
の
貸
借
（
今
回
は
写
の
提
供
）
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
萩
藩
も
例
外
で
は

な
く
、
例
え
ば
毛
利
家
文
庫
２
柳
営
42
に
含
ま
れ
る
「（
２
）
佐
竹
家
エ
国
御
目
付
一
事
」
は
、
宝
暦
八
～
九
年

（
一
七
五
八
～
九
）
に
出
羽
国
秋
田
藩
佐
竹
家
へ
国
目
付
が
派
遣
さ
れ
た
際
の
記
録
で
す
。 

（
蜂
須
賀
治
昭
） 

（
控
） 


